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〇 もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知）一部改正新旧対照表 

 （下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第１  実証事業の実施 

水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年

３月２８日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通

知。以下「交付等要綱」という。）第３の１の（２）のアに基

づく実証事業の実施は、水産庁長官が別に定めるところによる

ほか、以下によるものとする。 

 

１  実証事業の趣旨 

（１）（略） 

（２）漁船等の収益性回復の実証事業 

漁船等の収益性回復の実証事業は、以下の実証の取組を行

うことにより、償却前利益を確保できる操業・生産体制への

転換を促進しようとするものである。 

ア～オ （略） 

カ サンマ、スルメイカ、サケ等の長期的不漁の影響を克服

するため、単一の資源に頼らない漁獲対象種・漁法の複数

化、養殖業への転換、複数経営体の連携による協業化や共

同経営化等の抜本的な操業・生産体制の改革による収益性

向上の実証であり、１０％以上の生産性を向上させるもの

であって、令和８年度末までに認定を受けた改革計画に基

づくもの。 

（３）～（６）（略） 

 

第１  実証事業の実施 

水産業体質強化総合対策事業費補助金交付等要綱（令和４年

３月２８日付け３水推第１４３３号農林水産事務次官依命通

知。以下「交付等要綱」という。）第３の１の（２）のアに基

づく実証事業の実施は、水産庁長官が別に定めるところによる

ほか、以下によるものとする。 

 

１  実証事業の趣旨 

（１）（略） 

（２）漁船等の収益性回復の実証事業 

漁船等の収益性回復の実証事業は、以下の実証の取組を行

うことにより、償却前利益を確保できる操業・生産体制への

転換を促進しようとするものである。 

ア～オ （略） 

カ サンマ、スルメイカ、サケ等の長期的不漁の影響を克服

するため、単一の資源に頼らない漁獲対象種・漁法の複数

化、養殖業への転換、複数経営体の連携による協業化や共

同経営化等の抜本的な操業・生産体制の改革による収益性

向上の実証であり、１０％以上の生産性を向上させるもの

であって、令和６年度末までに認定を受けた改革計画に基

づくもの。 

（３）～（６）（略） 
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２～７－５ （略）   

 

第２  助成金の交付等（第１の１の（１）～（５）の事業） 

交付等要綱第３の１の（２）のアの（ア）、（イ）、（エ）

及び（オ）に規定する助成金については、その交付は以下によ

るものとし、費用の範囲は、別添２－１（養殖業に係る実証に

あっては別添２－２）のとおりとする。 

 

１・２ （略） 

 

３  運転経費等助成金の額の確定 

（１）事業主体は、第１の７の（２）のアに基づき事業実施者か

ら提出された実施状況報告書の内容を審査し、適切と認めら

れたときは、運転経費等助成金の額を確定し、別記様式第９

－１号により当該確定した額（以下「確定額」という。）を

事業実施者に対して通知するものとする。この際、別添２－

１に掲げる通信費及び消耗品費については、第１の７で承認

を受けた事業実施計画の当該費目の金額を確定額として扱

うものとする。 

（２）・（３）（略） 

 

 ４ （略） 

 

２～７－５ （略） 

 

第２  助成金の交付等（第１の１の（１）～（５）の事業） 

交付等要綱第３の１の（２）のアの（ア）、（イ）、（エ）

及び（オ）に規定する助成金については、その交付は以下によ

るものとし、費用の範囲は、別添２－１（養殖業に係る実証に

あっては別添２－２）のとおりとする。 

 

１・２ （略） 

 

３  運転経費等助成金の額の確定 

（１）事業主体は、第１の７の（２）のアに基づき事業実施者か

ら提出された実施状況報告書の内容を審査し、適切と認めら

れたときは、運転経費等助成金の額を確定し、別記様式第９

－１号により当該確定した額（以下「確定額」という。）を

事業実施者に対して通知するものとする。 

 

 

 

（２）・（３）（略） 

 

 ４ （略） 

【別記様式第１－１号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 

【別記様式第１－１号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 
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年  月  日 

 

水産庁長官 殿 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付けで認定を受けた○○地域プロジェクト改革計画に基づき、もうかる漁業創設支

援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（ 平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６

号水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の○○ の実証事業（※） を実施したいの

で、実施要領第１の７の（１） のイの規定に基づき承認を申請します。 

※ 第１の１の（１）から（３）まで及び（５）のいずれかの実証事業名を選択して記載すること。 

記 

１・２（略） 

 

３．実証事業を行う船舶     ： 

（１） 船名及び総トン数 ： 

（２） 所有者等氏名             ： 

（３） 所有者等住所             ： 

（削る。） 

（４） 船団構成         ： 

（５） 漁船登録番号             ： 

（６） 進水年月日             ： 

（７） 建造価格             ： 

（８） 造船所の名称及び住所 ： 

（９） 建造資金の借入先金融機関：  

（削る。） 

（１０） 購入先             ： 

（１１） 購入価格             ： 

（１２） 改造した内容 ： 

（１３） 改造年月日             ： 

（１４） 改造価格             ： 

（１５） 改造した造船所の名称及び住所： 

※ 所有者等の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 

※ （９）について、日本政策金融公庫からの場合は「資金の種類」及び「特例措置」を記載す

ること。 

※ （１０）以降は中古船の場合のみ記入すること。 

 

年  月  日 

 

水産庁長官 殿 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付けで認定を受けた○○地域プロジェクト改革計画に基づき、もうかる漁業創設支

援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（ 平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６

号水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の○○ の実証事業（※） を実施したいの

で、実施要領第１の７の（１） のイの規定に基づき承認を申請します。 

※ 第１の１の（１）から（５）までのいずれかの実証事業名を選択して記載すること。 

記 

１・２（略） 

 

３．実証事業を行う船舶     ： 

（１） 船名及び総トン数 ： 

（２） 所有者等氏名             ： 

（３） 所有者等住所             ： 

    ※所有者等の貸借対照表及び損益計算書を添付。 

（４） 船団構成         ： 

（５） 漁船登録番号             ： 

（６） 進水年月日             ： 

（７） 建造価格             ： 

（８） 造船所の名称及び住所 ： 

（９） 建造資金の借入先金融機関：  

※日本政策金融公庫からの場合は「資金の種類」及び「特例措置」を記載。 

（１０） 購入先             ： 

（１１） 購入価格             ： 

（１２） 改造した内容 ： 

（１３） 改造年月日             ： 

（１４） 改造価格             ： 

（１５） 改造した造船所の名称及び住所： 

   （新設） 

（新設） 

 

※ （１０）以降は中古船の場合のみ記入すること。 
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４～８ （略） 

 

９．事業経費の積算内訳 

（運転経費等助成分） 

（単位：円） 

区  分 計 画 額（ 国費） 
備  考 

人件費  （積算内訳）  

燃油費 

（補助油費を含む） 

 （積算内訳）  

主燃油持込金利  （積算内訳）  

通信費  （積算内訳） 

餌代  （積算内訳）  

氷代  （積算内訳）  

魚箱代  （積算内訳）  

その他の資材費  （積算内訳）  

消耗品費  （積算内訳） 

販売費  （積算内訳）  

その他の経費  （積算内訳）  

消費税  （積算内訳）  

事業経費合計   

 

 

４～８ （略） 

 
９．事業経費の積算内訳 

（運転経費等助成分） 

（単位：円） 

区  分 計 画 額（ 国費） 備  考 

人件費  （積算内訳）  

燃油費 

 

 （積算内訳）  

主燃油持込金利  （積算内訳）  

（新設）  （新設） 

餌代  （積算内訳）  

氷代  （積算内訳）  

魚箱代  （積算内訳）  

その他の資材費  （積算内訳）  

（新設）  （新設） 

販売費  （積算内訳）  

その他の経費  （積算内訳）  

消費税  （積算内訳）  

事業経費合計   

 

 
【別記様式第１－２号（海洋環境変化に対応した操業転換による収益性確保の実証事業）の場合】 

操業転換計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付けで認定を受けた○○都道府県○○漁業操業転換方針に基づき、もうかる漁業創

設支援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０

６号水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の（４）の海洋環境変化に対応した操業

転換による収益性確保の実証事業を実施したいので、実施要領第１の７－２の（１）のイの規定に基

【別記様式第１－２号（海洋環境変化に対応した操業転換による収益性確保の実証事業）の場合】 

操業転換計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官 殿 

 

住 所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付けで認定を受けた○○都道府県○○漁業操業転換方針に基づき、もうかる漁業創

設支援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０

６号水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の（４）の海洋環境変化に対応した操業

転換による収益性確保の実証事業を実施したいので、実施要領第１の７－２の（１）のイの規定に基
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づき承認を申請します。 

記 

 

１・２ （略） 

 

３．取組を行う船舶 

（１）  船名及び総トン数 ： 

（２）  所有者等氏名 ： 

（３）  所有者等住所 ： 

（削る。） 

（４） 船団構成 

（５） 漁船登録番号 

（６） 進水年月日 

（７） 建造価格 

（８） 造船所の名称及び住所 

（９）  建造資金の借入先金融機関         ：  

（削る。） 

（１０） 購入先 ： 

（１１） 購入価格 ： 

（１２） 改造した内容 ： 

（１３） 改造年月日 ： 

（１４） 改造価格 ： 

（１５） 改造した造船所の名称及び住所 ： 

※ 所有者等の貸借対照表及び損益計算書を添付すること。 

※ （９）について、日本政策金融公庫からの場合は「資金の種類」及び「特例措置」を記載す

ること。 

※ （１０）以降は中古船の場合のみ記入すること。 

 

３－２～７ （略） 

 

８．事業経費の積算内訳 

（運転経費等助成分） 

（単位：円） 

区  分 計 画 額（ 国費） 備  考 

人件費  （積算内訳）  

燃油費 

（補助油費を含む） 

 （積算内訳）  

主燃油持込金利  （積算内訳）  

通信費  （積算内訳） 

餌代  （積算内訳）  

氷代  （積算内訳）  

づき承認を申請します。 

記 

 

１・２ （略） 

 

３．取組を行う船舶 

（１）  船名及び総トン数 ： 

（２）  所有者等氏名 ： 

（３）  所有者等住所 ： 

※所有者等の貸借対照表及び損益計算書を添付。 

（４） 船団構成 

（５） 漁船登録番号 

（６） 進水年月日 

（７） 建造価格 

（８） 造船所の名称及び住所 

（９）  建造資金の借入先金融機関         ：  

※日本政策金融公庫からの場合は「資金の種類」及び「特例措置」を記載。 

（１０） 購入先 ： 

（１１） 購入価格 ： 

（１２） 改造した内容 ： 

（１３） 改造年月日 ： 

（１４） 改造価格 ： 

（１５） 改造した造船所の名称及び住所 ： 

   （新設） 

   （新設） 

 

※ （１０）以降は中古船の場合のみ記入すること。 

 

３－２～７ （略） 

 

８．事業経費の積算内訳 

（運転経費等助成分） 

（単位：円） 

区  分 計 画 額（ 国費） 備  考 

人件費  （積算内訳）  

燃油費 

 

 （積算内訳）  

主燃油持込金利  （積算内訳）  

（新設）  （新設） 

餌代  （積算内訳）  

氷代  （積算内訳）  
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魚箱代  （積算内訳）  

その他の資材費  （積算内訳）  

消耗品費  （積算内訳） 

販売費  （積算内訳）  

その他の経費  （積算内訳）  

消費税  （積算内訳）  

事業経費合計   

 

８－２～１０ （略） 

 

魚箱代  （積算内訳）  

その他の資材費  （積算内訳）  

（新設）  （新設） 

販売費  （積算内訳）  

その他の経費  （積算内訳）  

消費税  （積算内訳）  

事業経費合計   

 

８－２～１０ （略） 

 

【別記様式第１－４号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

事業主体の長 殿 

 

住       所 

名称及び代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた養殖業改善計画（又は承認養殖業再建計画）に基づき、もうかる漁業創

設支援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２ ９０６号

水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の（６）のア の実証事業を実施したいので、実施

要領第１の７－ ３の（ １）のアの規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１～７ （略）  

 

【別記様式第１－４号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

事業主体の長 殿 

 

住       所 

名称及び代表者の氏名 

 

年  月  日付けで認定を受けた養殖業改善計画（又は承認養殖業再建計画）に基づき、もうかる漁業創

設支援事業のうち、もうかる漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２ ９０６号

水産庁長官通知。以下「実施要領」という。） 第１の１の（６）の実証事業を実施したいので、実施要領

第１の７－ ３の（ １）のアの規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１～７ （略）  

 

【別記様式第１－５号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

事業主体の長 殿 

 

住       所 

名称及び代表者の氏名 

【別記様式第１－５号】 

もうかる漁業創設支援事業実施計画申請書 

 

番   号 

年  月  日 

 

事業主体の長 殿 

 

住       所 

名称及び代表者の氏名 
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年 月 日付けで認定を受けた養殖業技術開発計画に基づき、もうかる漁業創設支援事業のうち、もうか

る漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知。以下「実施

要領」という。）第１の１の（６）のイの実証事業を実施したいので、実施要領第１の７－４の（１）のア

の規定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１～４ （略）  

 

 

年 月 日付けで認定を受けた養殖業技術開発計画に基づき、もうかる漁業創設支援事業のうち、もうか

る漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知。以下「実施

要領」という。）第１の１の（６）の実証事業を実施したいので、実施要領第１の７－４の（１）のアの規

定に基づき承認を申請します。 

 

記 

 

１～４ （略）  

 

 

【別記様式第２－１号】 

もうかる漁業創設支援事業実施状況報告書 

（第  事業期間） 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官  殿 

（事業主体経由） 

 

住       所 

名称及び代表者の氏名 

 

年 月 日付け（ 番号 ）で承認のあった○○の実証事業（※）の実施状況について、もうか

る漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知）第１

の７の（２）のアの規定に基づき報告します。 

※ 第１の１の（１）から（３）まで及び（５）のいずれかの実証事業名のうち、承認のあった

実証事業名を選択して記載すること。 

 

記 

１～３（略） 

 
４．事業に要した経費 

（用船料等補助分） 

（略） 

 

（運転経費等助成分） 

（単位： 円）  

区 分 計画額  実績額  備考 

人件費    

燃油費 

（補助油費を含む） 

   

主燃油持込金利    

 

【別記様式第２－１号】 

もうかる漁業創設支援事業実施状況報告書 

（第  事業期間） 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官  殿 

（事業主体経由） 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名 

 

年 月 日付け（ 番号 ）で承認のあった○○の実証事業（※）の実施状況について、もうか

る漁業創設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知）第１

の７の（２）のアの規定に基づき報告します。 

※ 第１の１の（１）から（３）まで及び（５）のいずれかの実証事業名のうち、承認のあった

実証事業名を選択して記載すること。 

 

記 

１～３（略） 

 

４．事業経費の積算内訳 

（用船料等補助分） 

（略） 

 

（運転経費等助成分） 

（単位： 円）  

区 分 計画額  実績額  備考 

人件費    

燃油費 

 

   

主燃油持込金利    
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通信費    

餌代    

氷代    

魚箱代    

その他の資材費    

消耗品費    

販売費    

その他の経費    

消費税    

事業経費合計    

※ 通信費及び消耗品費の実績額欄には、計画額と同額を記載すること。 

 
５・６ （略） 

 

（新設）    

餌代    

氷代    

魚箱代    

その他の資材費    

（新設）    

販売費    

その他の経費    

消費税    

事業経費合計    

    （新設） 

 

５・６ （略） 

 

【別記様式第２－２号（海洋環境変化に対応した操業転換による収益性確保の実証事業の場合）】 

 

操業転換計画実施状況報告書 

（第  事業期間） 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官  殿 

（事業主体経由） 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付け（ 番号 ）で承認のあった操業転換計画の実施状況について、もうかる漁業創

設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知）第１の７－２

の（２）のアの規定に基づき報告します。 

 

記 

１～４ （略） 

 

５．事業に要した経費 

（用船料等補助分 ) 

（略） 

 

（運転経費等助成分）  

（単位： 円）  

区 分 計画額  実績額  備考 

人 件 費    

【別記様式第２－２号（海洋環境変化に対応した操業転換による収益性確保の実証事業の場合）】 

 

操業転換計画実施状況報告書 

（第  事業期間） 

 

番   号 

年  月  日 

 

水産庁長官  殿 

（事業主体経由） 

 

住        所 

名称及び代表者の氏名 

年 月 日付け（ 番号 ）で承認のあった操業転換計画の実施状況について、もうかる漁業創

設支援事業実施要領（平成２１年４月１日付け２０水管第２９０６号水産庁長官通知）第１の７－２

の（２）のアの規定に基づき報告します。 

 

記 

１～４ （略） 

 

５．事業に要した経費 

（用船料等補助分 ) 

（略） 

 

（運転経費等助成分）  

（単位： 円）  

区 分 計画額  実績額  備考 

人 件 費    
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燃 油 費 

（補助油費を含む） 

   

主 燃 油 持 込 金 利    

通    信 費    

餌 代    

氷 代    

魚 箱 代    

そ の 他 の 資 材 費    

消  耗  品  費    

販 売 費    

そ の 他 の 経 費    

消 費 税    

事業経費合計    

※ 通信費及び消耗品費の実績額欄には、計画額と同額を記載すること。 

 

（養殖業との兼業又は養殖業への転換の場合）  

（略）  

 

６～９ （略） 

 

 

燃 油 費 

 

   

主 燃 油 持 込 金 利    

（新設）    

餌 代    

氷 代    

魚 箱 代    

そ の 他 の 資 材 費    

（新設）    

販 売 費    

そ の 他 の 経 費    

消 費 税    

事業経費合計    

    （新設） 

 

（養殖業との兼業又は養殖業への転換の場合）  

（略）  

 

６～９ （略） 

 

 
【別添１－１】 

 

もうかる漁業創設支援事業用船料等算定基準 

 

漁業構造改革推進事業の事業実施者が認定改革計画又は承認転換計画に基づき実施するもうかる漁

業創設支援事業の用に供する船舶を用船する場合の用船料等は、特別の事情により別に定める場合を

除くほか、以下の１から１３までのそれぞれの額を合計したものとする。なお、船団操業を行う場合は、

改革型漁船又は収益性回復に取り組む漁船のみを対象とする。 

 

１～５ （略） 

 

（削る。） 

 

 

 

６ （略） 

 

 （削る。） 

 

 

 

（削る。） 

【別添１－１】 

 

もうかる漁業創設支援事業用船料等算定基準 

 

漁業構造改革推進事業の事業実施者が認定改革計画に基づき実施するもうかる漁業創設支援事業の

用に供する船舶を用船する場合の用船料等は、特別の事情により別に定める場合を除くほか、以下の１

から１３までのそれぞれの額を合計したものとする。なお、船団操業を行う場合は、改革型漁船又は収

益性回復に取り組む漁船のみを対象とする。 

 

１～５ （略） 

 

６．消耗品費 

消耗品費は、原則として前年度支払実績単価を参考に当該年度予定単価を算定し、当該年度の実証事業に

よる使用見込（期間）を乗じて得た額とする。 

 

７ （略） 

 

  ８．補助油費 

    補助油費は、原則として前年度支払実績単価を参考に当該年度予定単価を算定し、当該年度の使用見込（期

間）を乗じて得た額とする。 

 

  ９．通信費 
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７・８ （略） 

 

９．一般管理費 

一般管理費は、上記１から８までの金額の合計額に８％を乗じて得た額とする。 

  

   １０．消費税 

  消費税は、上記１から９までの金額の合計額に１０％を乗じて得た額とする。 

なお、消費税率が変更された際には、当該税率が適用される期間については、上記１から９までの金額

の合計額に当該税率を乗じて得た額とする。 

通信費は、原則として前年度支払実績単価を参考に当該年度予定単価を算定し、当該年度の使用見込

（期間）を乗じて得た額とする。 

 

１０・１１ （略） 

 

１２．一般管理費 

一般管理費は、上記１から１１までの金額の合計額に８％を乗じて得た額とする。 

 

１３．消費税 

消費税は、上記１から１２までの金額の合計額に１０％を乗じて得た額とする。 

なお、消費税率が変更された際には、当該税率が適用される期間については、上記１から１２までの金

額の合計額に当該税率を乗じて得た額とする。 

 

 
【別添２－１】 

 

もうかる漁業創設支援事業の費用の範囲（漁業の場合）  

助成金対象経費 経費の具体的な内容 助成金  

１ 用船料等補助経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に定める額の範囲内とし、予算の範囲内において交付

するものとする。 

① 改革型漁船等の収益性改善の実証事業については別添

１－１の用船料等算定基準に規定する１から６まで、９及

び１０の合計額（以下「用船料等算定額」という。） に１

／３を乗じた額。 

② 漁船等の収益性回復の実証事業については用船料等算

定額に１／３を乗じた額。ただし、不漁対策である第１の

１の（２）のカに該当する実証事業についてのみ第１の７

の（１）のイにおける提出時に選択することにより、用船

料等算定額に２／３を乗じた額とすることができる。 

③ 第二種特定漁業の再編整備に伴う他魚種転換等による

生産性向上の実証事業については用船料等算定額に１／

２を乗じた 額。ただし、改革型漁船を用いない場合、第１

の７の（１）のイにおける提出時に選択することにより、

用船料等算定額に２／３を乗じた額とすることができる。 

なお、事業実施者自らが、認定改革計画に基づいて、第

１の１に掲げる実証事業に取り組む場合にも、操業費用と

して上記①から③までのそれぞれの場合と同様の経費を

助成金対象経費とする。 

また、事業実施中の事故等により所有者等が追加負担し

た事業継続するために要した修繕費が、当初の別添１－１

の用船料等算定基準に規定する５の修繕費額を上回る場

合は、水産庁及び事業主体と協議し、特に認めた場合に限

り、所要額に上記①から③までの実証事業それぞれの補助

率を乗じた額を事業期間終了時の確定額とし、要領第１の

７の（１）のエに準じて事業実施計画又は転換計画の変更

を行い、助成金対象経費とすることができる。 

用船料等

補助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別添２－１】 

 

もうかる漁業創設支援事業の費用の範囲（漁業の場合）  

助成金対象経費 経費の具体的な内容 助成金  

１ 用船料等補助経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下に定める額の範囲内とし、予算の範囲内において交付

するものとする。 

① 改革型漁船等の収益性改善の実証事業については別添

１－１の用船料等算定基準に規定する１から９まで、１２

及び１３の合計額（以下「用船料等算定額」という。） に

１／３を乗じた額 

② 漁船等の収益性回復の実証事業については用船料等算

定額に１／３を乗じた額。ただし、不漁対策である第１の

１の（２）のカに該当する実証事業についてのみ第１の７

の（１）のイにおける提出時に選択することにより、用船

料等算定額に２／３を乗じた額とすることができる。 

③ 第二種特定漁業の再編整備に伴う他魚種転換等による

生産性向上の実証事業については用船料等算定額に１／

２を乗じた 額。ただし、改革型漁船を用いない場合、第１

の７の（１）のイにおける提出時に選択することにより、

用船料等算定額に２／３を乗じた額とすることができる。 

なお、事業実施者自らが、認定改革計画に基づいて、第

１の１に掲げる実証事業に取り組む場合にも、操業費用と

して上記①から③までのそれぞれの場合と同様の経費を

助成金対象経費とする。 

また、事業実施中の事故等により所有者等が追加負担し

た事業継続するために要した修繕費が、当初の別添１－１

の用船料等算定基準に規定する５の修繕費額を上回る場

合は、水産庁及び事業主体と協議し、特に認めた場合に限

り、所要額に上記①から③までの実証事業それぞれの補助

率を乗じた額を事業期間終了時の確定額とし、要領第１の

７の（１）のエに準じて事業実施計画又は転換計画の変更

を行い、助成金対象経費とすることができる。 

用船料等

補助金 
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２ （略） 

 

３ 燃油費 

 

 

 

 

４ （略） 

 

５ 通信費 

 

 

６ 餌代 

 

７ 氷代 

 

８ 魚箱代 

 

９ その他の資材費 

 

１０ 消耗品費 

 

 

１１ 販売費 

 

１２ その他の経費 

 

１３ 消費税 

 

１４ 事業管理費 

 

１５ 消費税 

 

（略） 

 

当該実証事業の実施のために要した運航に係る重油、軽

油、補助油（エンジンオイル、油圧オイル等）等の油代で

認定改革計画又は承認転換計画に基づく燃油代の範囲内

の額とする。ただし、交付決定後に調達したものに限る。 

 

  （略） 

 

当該実証事業の実施のために要する通信費で、当該実証事

業の初年度の前年等の実績額を基準とする。 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

 当該実証事業のために要する消耗品費で、当該実証事業の

初年度の前年等の実績額を基準とする。 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

 ３及び５から１２までの経費に要した消費税額 

 

  （略） 

 

 １４の経費に要した消費税額 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

２ （略） 

 

３ 燃油費 

 

 

 

 

４ （略） 

 

（新設） 

 

 

５ 餌代 

 

６ 氷代 

 

７ 魚箱代 

 

８ その他の資材費 

 

 （新設） 

 

 

９ 販売費 

 

１０ その他の経費 

 

１１ 消費税 

 

１２ 事業管理費 

 

１３ 消費税額 

 

（略） 

 

当該実証事業の実施のために要した運航に係る重油、軽油

等の油代 

 

 

 

（略） 

 

（新設） 

 

 

（略） 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

   （新設） 

 

 

  （略） 

 

  （略） 

 

   ３及び５から１０までの経費に要した消費税額 

 

  （略） 

 

   １２の経費に要した消費税額 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

【参考：用船等契約書等の例】 

 

用船等契約書（案）  

 

○○漁業協同組合（ 以下「甲」という。） と○○（以下「乙」という。） は、甲が「もうかる漁業創

設支援事業」を実施するに当たり、漁業操業に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（漁業操業） 

第１条 乙は、○○改革計画（認定日： 年 月 日）に基づいて漁業操業を実施する。 

２ （略） 

 

第２条・第３条 （略） 

 

 

【参考：用船等契約書等の例】 

 

用船等契約書（案）  

 

○○漁業協同組合（ 以下「甲」という。） と○○（以下「乙」という。） は、甲が「もうかる漁業創

設支援事業」を実施するに当たり、漁業操業に関し、次のとおり契約を締結する。 

 

（漁業操業） 

第１条 乙は、○○改革計画（認定日： 年 月 日）に基づいて漁業操業を実施する 

２ （略） 

 

第２条・第３条 （略） 
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   附  則（令和７年３月 31 日付け６水推第 1620 号）  

１ この通知は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この通知の施行前に認定を受けた改革計画に基づく事業の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。 

（費用等）  

第４条 ○○改革計画に基づいて乙が行う漁業操業に必要な漁業操業期間中の漁船の運航に要する燃油、魚箱、氷

その他実証事業を行うために必要な経費（補助油費、通信費、消耗品費及び個人的消費に供される資材費を除く。）

は、甲が直接支払うものとする。 

２・３ （略） 

 

第５条 （略） 

 

（漁業操業費用の支払） 

第６条 

１～６ （略） 

７ 本契約に基づく漁業操業によって得られた漁獲物の販売代金は、本操業期間終了後に甲が返還する助成金額

が不足しないよう配慮しつつ、第１項において決められた漁業操業費用の残額の支払いに充てることができる

ものとする。 

８ （略） 

 

第７条～第１１条 （略） 

 

（費用等）  

第４条 ○○改革計画に基づいて乙が行う漁業操業に必要な漁業操業期間中の漁船の運航に要する燃油、魚箱、氷

その他の事業に係る資材（個人的消費に供されるものに要する経費を除く。）は、甲が直接支払うものとする。 

 

２・３ （略） 

 

第５条 （略） 

 

（漁業操業費用の支払） 

第６条 

１～６ （略） 

７ 本操業期間終了後、本契約に基づく漁業操業によって得られた漁獲物の販売金額から甲が返還する助成金額を

差し引いた後の残額については、第１項において決められた漁業操業費用の残額の支払いに充てることができる

ものとする。 

８ （略） 

第７条～第１１条 （略） 


